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・ 実質収支 （ｐ．１、８） 
一会計年度の決算において、収支が赤字であったか黒字となっ

ているかをみるための指標で、当該年度の歳入決算額から歳出決
算額を差し引いた額から、翌年度へ繰り越すべき財源を控除して
算出 
なお、前年度実質収支と当該年度実質収支の差額が「単年度収

支」である。 

・ 財政健全化法 （ｐ．８） 
地方公共団体の財政破綻を早い段階で防止することを目的に、

平成 19 年に成立した法律。地方公共団体の財政状況を、全会計の
収支の状況、借入金の償還負担の大きさ、将来負担しなければな
らない経費の大きさなどを示す五つの指標（実質赤字比率、連結
実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率（公
営企業））により判断し、指標が一定の基準を超えた地方公共団
体は、財政健全化計画等を策定し、早期の健全化に取り組まなけ
ればならない。 

・ 臨時財政対策債 （ｐ．３、４、６、７、９、１１、１８） 
地方交付税の不足を補うために平成 13 年度に創設された赤字

地方債。将来の元利償還額が、地方交付税算定の際の基準財政需
要額に算入されることとなっており、いわば地方交付税の前借り
ともいえるもの 

・ 普通会計 （ｐ．９～２０） 
各地方公共団体の財政状況を把握し、地方公共団体間の財政比

較等のために用いられる統計上、観念上の会計。一般会計を基本
にして一部の特別会計を合算し、会計間の重複を控除したもの 

・ 基準財政需要額 （ｐ．１２） 
地方交付税算定のための基礎数値として、地方公共団体が合理

的かつ妥当な平均的水準で行政を行った場合に要する財政需要を
一定の合理的な方法で算出した額 

・ 基準財政収入額 （ｐ．１２） 
地方交付税算定のための基礎数値として、地方公共団体が標準

的な税の徴収を行ったという前提条件の下に歳入額を算出したも
のであり、標準税率で算定した地方税等の収入見込額（標準税収
入額）の 75％分に地方譲与税等を加え算出される。（残りの 25％
分は、「留保財源」と呼ばれ、各地方公共団体の独自施策等の実
施に充てることができる。） 

用 語 の 説 明 
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通常の収支 特別の財源対策後の実質収支

１ 決算収支の状況
(１) 一般会計の収支の状況
① 令和５年度決算は、令和４年度に引き続き、特別の財源対策※1を実施せず、88億円の黒字を達成

② 過去負債※2 35億円を返済し、持続可能な行財政運営に向けて前進
※1 特別の財源対策：公債償還基金（市の借金返済のための積立金）の取崩しなどにより、赤字補てんを行うこと
※2 過去負債：赤字補てんのために、公債償還基金からこれまで取り崩してきたもの

今後返済が必要な総額は470億円（令和４年度末：505億円、令和５年度末：470億円）

令和５年度決算の状況

※ 複数年度のデータを掲載する際には、原則として過去10年間としている。
※ 資料の数字については端数処理しているため、合計が一致しない場合がある。

一般会計の収支（億円）

令和５年度一般会計決算 （単位：億円）

歳入総額
A

歳出総額
B

繰越財源
C

収支
A-B-C

9,657 9,548 21 88

※R4決算以降は、特別の財源対策を講じていない

＜特別の財源対策の決算額内訳＞ （単位：億円）

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

公債償還基金の取崩し 9 9 50 69 67 50 119 50 - -

行政改革推進債の発行 34 32 37 44 46 34 33 22 - -

調整債の発行 - - - - - - 17 17 - -

特別の財源対策合計 43 41 87 113 113 84 169 89 - -
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公債償還基金の取崩し 行政改革推進債の発行 調整債の発行

特別の財源対策の状況



（２） 公営企業決算

市バス・地下鉄事業

R1 R2 R3 R4 R5

市バス ＋2 △48 △35 △8 ＋12

地下鉄 ＋23 △54 △38 △7 ＋23

経常損益の推移

R1 R2 R3 R4 R5 R6

市バス 357 248 268 309 333 340

増減率 － △30.7% △25.1% △14.2% △7.2% △7.6%

地下鉄 400 267 295 348 385 417

増減率 － △33.2% △26.2% △13.4% △4.2% △3.3%

1日当たりのお客様数（単位：億円） （単位：千人/日）

※増減率：R2～R5はR元年比較、R6はR元年同月比較、R6お客様数はR6.7月末時点の数値

 お客様数 … 令和５年５月に新型コロナが５類に移行したことや円安を背景とする外国人旅行者等の増加もあり、

一定の回復傾向が見られるも、コロナ禍前の令和元年度に及ばず（市バス△7.2%、地下鉄△4.2%）

 経常損益 … 令和元年度以来４年ぶりとなる黒字計上（市バス＋12億円、地下鉄＋23億円）
両事業とも、お客様数の回復に加え、令和５年度における緊縮予算と、「なりふり構わない経営改善」
と称する徹底した経費の執行抑制や、平均乗車単価の他都市並みへの改善などの効果によるもの

 市バスは、国や一般会計による財政支援を含んだ上で12億円の黒字決算となったが、軽油価格をはじめとする物価
高騰、人件費・委託料高騰の影響を考慮すると依然として厳しい経営状況

 地下鉄は、お客様数の回復や電気料金等の落ち着きなどもあり、23億円の黒字を確保できたが、いまだ多額の企業
債残高を抱える厳しい経営状況

 令和６年度は、「観光特急バス」の新設など路線・ダイヤの見直しにより市バスの混雑緩和に積極的に取り組むと
ともに、市内中心部に比べお客様数の回復が鈍い周辺部における更なる利用促進策を展開
また、観光都市であることのメリットを市民に還元する「市民優先価格」の実現に向けた検討を開始

 アフターコロナにおけるお客様の動向をはじめ、人件費や経費の増嵩など、この間の経営状況の変化を踏まえ令和
６年度中に「京都市交通局 市バス・地下鉄事業経営ビジョン【改訂版】」（令和４年３月策定）を見直し予定

上下水道事業

◆ 「中期経営プラン（2023-2027）」の初年度として、市民の皆さまの生活を支える重要なライフライ
ンである水道・下水道を守るため、効率的な事業運営に努めるとともに、長期的な視点に立った整備を
着実に推進
・ 水道整備事業費 ： 167億円（管路・施設の改築更新等）
・ 公共下水道整備事業費： 213億円（管路・施設の改築更新、浸水対策等）

◆ 家庭用の使用水量は減少した一方、事業用の使用水量は増加したため、水量全体では前年度から増加
（水道料金・下水道使用料収入も同様に増加）

◆ 業務執行体制の見直しや民間活力の導入をはじめ、効率的な事業運営に努めるとともに、電気料金
単価がプランの想定を下回る水準で推移したこと等の影響により、プランを上回る建設改良積立金
（利益）を確保
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一般財源収入の推移（億円）

市税 府税交付金 交付税＋臨時財政対策債 その他

 市税収入は、給与所得や譲渡所得の伸び等による個人市民税の増や地価上昇に伴う固定資産税の増
などにより、対前年度比82億円の増となり、過去最高となった

 一般財源収入は、市税収入の増に加え、国への積極的な要望による地方交付税の確保などにより、
過去２番目の規模4,650億円となった

２ 歳入
(１) 一般財源収入

対前年度＋82

対前年度△37

対前年度＋99

府費教職員給与費移管

府費教職員給与費移管

800 820 835 849
1,107 1,175 1,172 1,152 1,177 1,196

301 285 240 255

329
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個人市民税 法人市民税 固定資産税 その他市税 ※太字の数字は市税合計

(２) 市税収入

 個人市民税は、給与所得や土地・株式の譲渡所得の伸びにより２年連続増加
 固定資産税は、土地の地価上昇に伴う負担調整措置により２年連続増加
 法人市民税は、一部の企業の業績の変動により２年連続減少

市税（税目別）の推移（億円）

府費教職員給与費移管



市税の徴収率、滞納繰越額の推移（億円）

 徴収率は、過去最高を更新した前年度と同率の99.1％を維持
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％本市滞納繰越額（億円） 本市徴収率（％） 他都市平均徴収率（％） ※○の数字は政令市内の順位を表す。
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地方交付税 臨時財政対策債

地方交付税及び臨時財政対策債の推移（億円）

(３) 地方交付税及び臨時財政対策債

 地方交付税等は、市税収入の増に伴い、対前年度比37億円の減

府費教職員給与費移管
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給与費 扶助費 公債費 投資的経費 物件費その他 繰出金等 義務的経費の割合

(１) 性質別経費
 新型コロナウイルスの５類移行に伴う対策関連経費等の減少により、物件費その他が対前年度比163

億円の減少

 義務的経費(給与費、扶助費、公債費)の占める割合は、対前年度比0.9ポイント増加し、52.5％

うち、給与費は、定年引上げに伴う退職手当の減等により、対前年度比49億円の減少

扶助費は、非課税世帯等給付金や障害者総合支援費の増等により、対前年度比164億円の増加

３ 歳出

義務的経費

性質別内訳の推移（億円）

(２) 行政目的別経費

 社会福祉費は、非課税世帯等給付金や障害者総合支援費の増等により、対前年度比232億円の増加

 保健衛生費は、新型コロナウイルス５類移行に伴う事業費の減等により、対前年度比130億円の減少

 産業経済費は、融資制度預託金の減等により、対前年度比61億円の減少

 消防費その他は、過去負債の返済等により、対前年度比106億円の増加

行政目的別内訳の推移（億円）
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一般財源収入、市税収入、社会福祉関連経費の決算額推移（億円） ４

一般財源収入，市税収入，社会福祉関連経費の決算額推移
一般財源収入 市税収入 社会福祉関連経費

（扶助費等）

社会福祉関連経費

（扶助費等）一般財源ベース

一般財源収入（市税、地方交付税など）

市税収入

社会福祉関連経費（扶助費等）＝ 扶助費(社会福祉費以外の扶助費(保健、教育等)含む)＋国保、介護への繰出金、
後期高齢(老人保健)への繰出金、負担金等 ※国の補助金等を財源とするものを含む

社会福祉関連経費（扶助費等）一般財源ベース

府費教職員給与費移管

H29～府費教職員給与費移管の影響を
含む（市税への影響のみH30～）

府費教職員給与費移管
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臨時財政対策債を除く市債 臨時財政対策債

４ 市債

 国が返済に責任を持つ臨時財政対策債を除く実質市債残高は、一般会計、全会計ともに縮減

 臨時財政対策債は、地方交付税の代わりに国が機械的に配分するもので、本市において発行額をコ

ントロールできず、残高が増加していたが、発行額の減少により、令和４年度に引き続き残高が減少

全会計の市債残高（億円）

（１）市債残高

ピーク時
（H14:20,957）

から5,447減少

ピーク時
（R3:5,101）

から94減少



9,081 8,949 8,858 8,635 8,604
8,553

8,604

8,420
8,252

8,077

3,531
3,840

4,083

4,416
4,707

4,871 4,985
5,101 5,098

5,007

12,612 12,789 12,941 13,050
13,311 13,424 13,589 13,521 13,350

13,084

0

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

臨時財政対策債を除く市債残高 臨時財政対策債

一般会計の市債残高（億円）

ピーク時
（H20:9,832）

から1,754減少

ピーク時
（R3:5,101）

から94減少

 全会計 ：借金の返済 1,049億円－新たな借金 730億円＝市債残高は 318億円減少

一般会計：借金の返済 558億円－新たな借金 384億円＝市債残高は 175億円減少

(２) 市債（臨時財政対策債を除く）の新規発行額と償還額
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市債の発行額と償還額の推移（億円）
（※）借換債及び臨時財政対策債を除く

全会計の償還額

全会計の新規発行額

一般会計の償還額
一般会計の新規発行額
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○全会計の連結実質収支の内訳（億円）

５ 財政健全化法に基づく健全化判断比率

 実質赤字比率は、令和３年度以降生じていない

 連結実質赤字比率は、平成23年度以降生じていない

 令和５年度の実質公債費比率は、市税の増加等に伴い標準財政規模が増加したこと等により、対前年

度比0.1ポイント減の11.8％

 令和５年度の将来負担比率は、公債償還基金残高が増加したことや、地方債の残高が着実に減少して

いること等により、対前年度比8.1ポイント減の140.5％

○全会計の連結実質収支の推移（億円） R4 R5
77 85
95 58

母子父子寡婦福祉資金貸付事業 0 0
国民健康保険事業 28 7
介護保険事業 44 26
後期高齢者医療 8 8
中央卸売市場第一市場 9 6
中央卸売市場第二市場・と畜場 3 0
農業集落排水事業 0 0
土地区画整理事業 3 10
土地取得 0 0
市公債 0 0
市立病院機構病院事業債 0 0

119 178
水道事業 71 69
公共下水道事業 48 96
自動車運送事業 0 13
高速鉄道事業 0 0

291 321

一般会計

合計

会計名

特別会計

公営企業会計

 早期健全化基準

400％

○実質公債費比率の推移

 早期健全化基準

25％

 財政再生基準

35％

○将来負担比率の推移
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市税

222,000円

（3,201億円）

33%

地方交付税

46,000円

（658億円）

7%
臨時財政対策債

11,000円

（156億円）

2%

国庫支出金

136,000円

（1,968億円）

20%

府支出金

32,000円

（466億円）

5%

市債（※１）

27,000円

（390億円）

4%

その他財源

196,000円

（2,830億円）

29% 総額
671,000円

（9,669億円）

（注）全国統一的な会計である普通会計分析による比較

他都市比較で見る京都市財政の特徴

１ 歳入

◆ 京都市の市民一人当たり歳入内訳

歳入構成の特徴 市税は、歳入総額の約３割

他都市に比べて地方交付税及び臨時財政対策債に大きく依存

推計人口（10月1日時点）
⑤ 1,443,486 人 （ ④ 1,448,964 人 ）

（ ）内数値は、本市歳入額を示しています。

※１ 市債は、臨時財政対策債を除いたものです。

※２ 一人当たりの歳入内訳は、千円単位に四捨
五入しています。

(１) 市税

82,882

92,580

75,212

86,141

107,137

98,037

114,501

120,257
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85,827
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86,537
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17,827

12,353

17,724

13,683

13,230

13,842

12,554

8,109

11,157

12,096

11,571

25,199

41,630

11,330

15,519

13,742

15,426

12,431

21,496

11,641

81,896

81,569

63,755

74,823

69,039

73,119

77,737

86,654

67,724

64,857

79,965

71,976

100,131

117,253

74,633

80,881

69,310
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79,699

83,289

62,459

35,468

32,021

28,268

30,183
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26,816
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33,896

26,010

221,727
223,997

179,588

208,871
216,032

212,311

234,984

250,967

189,694

175,561

209,655

195,406

265,385

290,326

193,353

214,098

189,491

208,111
197,636

225,218

173,530
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円

市民一人当たりの市税収入
個人市民税 法人市民税 固定資産税 その他市税 ※斜体の数字は市税収入合計



85,169
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市民一人当たりの市税収入

個人市民税 法人市民税 固定資産税 その他市税
※斜体の数字は市税収入合計

京都市の市民一人当たりの市税収入は、固定資産税や宿泊税の増加などにより、他の政令指定都市の
平均との差が縮小しているものの、それでもなお、他の政令指定都市の平均よりも約2,300円下回ってい
ます。（人口換算すると△約33億円）
他の政令指定都市と比べて著しく多い大阪市と比較した場合、市民一人当たりの市税収入は約68,600

円下回っています。（人口で換算すると△約990億円）

市税合計
223,997円

市税合計
221,727円

市税合計
290,326円

差額 2,270円

差額 68,599円

◆ 都市の魅力は税収面での弱みでもある（個人市民税）

大学のまち京都は本市の活力の源であり都市の魅力の一つと言えますが、その反面、人口に占める大学
生層の割合が他の政令指定都市よりも高いため、結果的に一般的な就業者層である23歳から64歳までの割
合が低く、所得割納税義務者の割合が政令指定都市中最も低くなっています。
仮に本市が他都市平均並みの納税義務者割合であれば、個人市民税の収入額は約131億円増えます。
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％ 人口に占める所得割納税義務者の割合



◆ 都市の魅力は税収面での弱みでもある（固定資産税）

京町家や木造家屋、景観が維持されていることは、日本はもとより世界の人々を魅了する本市の都市
の魅力と言えます。その反面、建築物の高さ規制等の影響により、市民一人当たりの家屋の床面積が他
都市平均を下回っています。
木造家屋と非木造家屋では非木造家屋のほうが評価額が高くなるため、京都市に歴史的資産が多く、

古い木造建築物が多いことは、税収面の弱みになっています。
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㎡

政令指定都市における市民一人当たりの家屋の床面積

木造 非木造

（２）地方交付税及び臨時財政対策債

京都市は、市税収入が少ない分、地方交付税及び臨時財政対策債に多くを依存しており、市民
一人当たりの地方交付税等による収入は、他都市平均の約1.3倍となっています。
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市民一人当たりの地方交付税及び臨時財政対策債の収入額
円



京都市の市民一人当たり標準財政規模は、指定都市の中で10番目となっています。

標準財政規模＝基準財政需要額＋留保財源（地方交付税算定上の一般財源）

京都市標準財政規模 : 4,175億円

円
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市民一人当たりの標準財政規模

財政力指数＝
基準財政収入額

基準財政需要額

財政力指数は指定都市中12番目であり、国の地方交付税等
に多くを依存している状況にあります。
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２ 歳出

（ ）内数値は、本市目的別歳出額を示しています。

※１ 社会福祉 ＝ 児童福祉、高齢者福祉、障害者
福祉、生活保護など

※２ その他 ＝ 保健・清掃等、産業振興、消防、
総務管理など

※３ 市民一人当たり目的別歳出の内訳は、千円単
位に四捨五入しています。

◆ 京都市の市民一人当たり目的別歳出

歳出構成の特徴（目的別分析）

社会福祉に最も多くの経費が
使われています

社会福祉（※１）

255,000円

(3,680億円)

39%

道路整備等

41,000円

（595億円）6%

市債（借金）の返済

62,000円 （896億円）9%

教育

92,000円

（1,323億円）

14%

その他（※２）

212,000円

（3,060億円）

32%
総額

662,000円
（9,554億円）
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円
市民一人当たりの社会福祉に係る歳出

京都市の市民一人当たりの社会福祉に係る歳出は、指定都市の中で５番目に高くなっています。



人件費

108,000円

（1,558億円）

16%

扶助費

181,000円

（2,614億円）

27%

公債費

62,000円

（892億円）

9％

投資的経費

50,000円

（719億円）8%

物件費等

261,000円

（3,771億円）

40%

総額
662,000円

（9,554億円）

歳出構成の特徴（性質別分析）
人件費や扶助費といった義務的経費（※1）に多くの経費が使われています

◆ 京都市の市民一人当たり性質別歳出

（ ）内数値は、本市性質別歳出額を示しています。

※１ 義務的経費 ＝ 人件費 ＋ 扶助費 ＋ 公債費

※２ 市民一人当たり性質別歳出の内訳は、千円単
位に四捨五入しています。

京都市の市民一人当たりの義務的経費は、指定都市の中で４番目に高くなっています。
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円
市民一人当たりの義務的経費とその他経費

義務的経費 その他経費



(１) 人件費

京都市の市民一人当たり人件費は、指定都市の中で８番目となっています。
※ 他都市平均よりも5,783円多い。（人口換算すると＋約83億円）
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％円

市民一人当たりの人件費
市民一人当たりの人件費 歳出に占める割合

市民一人当たりの人件費決算額の推移

府費教職員給与費移管

円 円

75,440 75,765 74,980

114,950 114,903
113,739 113,900
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人

市民千人当たりの職員数（令和６年４月１日現在）
一般職員 技能労務職員 教育公務員 消防職員

京都市の市民千人当たり職員数は、指定都市の中で８番目となっています。

※道府県から権限移譲された県費負担教職員数を含む

(２) 扶助費

京都市は、これまでから福祉に力を入れてきたことなどから、市民一人当たり扶助費は、
指定都市の中で５番目に高くなっています。
※ 他都市平均よりも10,559円多い。（人口換算すると＋約152億円）
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％円

市民一人当たりの扶助費
市民一人当たりの扶助費 歳出に占める割合



京都市の高齢化率は、指定都市の中で６番目に高くなっています。
また、生活保護率は５番目に高くなっています。
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％％
高齢化率と生活保護率

高齢化率（令和２年度国勢調査） 生活保護率（令和４年度平均）

(３) 公債費

京都市の市民一人当たり公債費は、指定都市の中で５番目に高くなっています。
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市民一人当たりの公債費
市民一人当たりの公債費 歳出に占める割合



京都市の市民一人当たり市債残高（臨時財政対策債除く）は、指定都市の中で３番目に高く、市債
残高合計（臨時財政対策債含む）も、指定都市の中で３番目に高くなっています。
なお、新たに指定都市となった都市は、市債残高が少ないため、新しい指定都市が増えるほど平均

が下がる傾向にあります。
※ 指定都市には、他の市町村にはない国道、道府県道の整備、維持等に係る仕事があります。
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千円

市民一人当たり市債残高

市債残高（臨時財政対策債除く） 臨時財政対策債残高
※ 斜体は一人当たり市債残高合計
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円 市民一人当たりの特例的な市債の残高

京都市の市民一人当たりの特例的な市債の残高は、指定都市の中で最も高くなっています。

他都市と比べて突出しており、
これらの償還費が財政を圧迫している。

※ 特例的な市債
・ 地下鉄経営健全化出資債
・ 行政改革推進債
・ 退職手当債
・ 財政健全化債
・ 調整債



京都市の市民一人当たりの投資的経費は、指定都市の中で17番目と低くなっています。
※ 他都市平均よりも14,775円少ない。（人口換算すると△約213億円）

(４) 投資的経費
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円
市民一人当たりの投資的経費
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％
実質公債費比率

※ 令和6年8月30日時点の数値

実質公債費比率は、地下鉄や下水道などの公営企業の元利償還に対する繰出金も公債費に準じた
ものとして算定するため、指定都市は一般市に比べると総じて高い数値となっています。
京都市は、交付税措置のない市債（地下鉄経営健全化出資債、退職手当債、行政改革推進債な

ど）の償還額が多くなっていることから、指定都市の中で２番目に高くなっています。

３ 健全化判断比率

早期健全化基準 25％
財政再生基準 35％
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％
将来負担比率

※ 令和6年8月30日時点の数値

将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率を示すもので、
この比率が高い場合、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。
京都市は、交付税措置のない市債残高（地下鉄経営健全化出資債、退職手当債、行政改革推進債など）

が多くなっていることから、指定都市の中で３番目に高くなっています。

早期健全化基準 400％
財政再生基準 －

４ 財政調整基金残高

京都市の財政調整基金残高は153億円となっており、指定都市の中で12番目となっています。
また、市民一人当たり財政調整基金残高は、指定都市の中で14番目となっています。
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円
億円

市民一人当たりの財政調整基金
財政調整基金残高 市民一人当たりの財政調整基金残高
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